
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひょうごボランタリープラザは、成熟した市民社会の構築に向け、ボ
ランタリー活動の全県的支援拠点として、平成 14 年６月にオープンし
ました。 

県民の参画と協働により、成熟社会を担う活動を支えるため、兵庫県
が設置し、兵庫県社会福祉協議会が運営しています。 
 

プラザの活動方針 

プラザは、「市民自律社会を支えるアクティブ・シティズンシップ（主体的・

能動的市民参加）の形成」と、「NPO・企業・行政のパートナーシップの確立」 

を促進するため、以下の活動方針に基づいて事業を展開しています。 

また、阪神・淡路大震災の経験から生まれた機関として、災害ボランティア活

動の県域の支援拠点を担うなど、災害ボランティア活動の支援を行っています。 

●地域支援拠点や中間支援組織に対する支援 
地域支援拠点としての市区町社会福祉協議会ボランティアセンターや中間支

援組織としての NPO 等が、ボランタリーな活動を展開する個々の団体・NPO

等に対して、効果的、効率的な支援が行えるよう、これらの地域支援拠点や中間

支援組織等への支援を、プラザは全県センターとして展開します。 

●情報ネットワークの基盤強化 

情報公開やインターネットの普及により、NPO など団体の活動環境は飛躍的

に改善されました。プラザは鮮度の高い情報をきめ細かく発信して、ボランタリ

ー活動の基盤強化を目指します。 

●多彩な活動資金支援 

情報の収集・提供・発信、相談、交流・ネットワークなどの支援機能に加えて、

全国的にも最大規模の「ひょうごボランタリー基金」を活用した様々なメニュー

の活動助成の事業を一体的に展開することで、相乗効果の高い支援を行います。 

 

プラザの機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流サロン 

交流サロンは、ヒト・活動・情報の交流を通して、ネットワークを広げていく

ための広場です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
●相談・受付● 

ボランタリー活動や NPO 法人の設立・運営等に関する相談にお応えして 

います。また、プラザの施設利用の受付を行っています。（相談は要予約） 
 

●図書コーナー● 

NPO やボランタリー活動に関する資料等を備えていますので、自由にご

利用ください。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●フリーサロン● 

ボランタリー活動団体・NPO の募集情報・イベント情
報のチラシ、パンフレット等を豊富に配架しています。    
また、チラシ等の配架も受け付けています。（受付へご持
参ください。） 
テーブルと椅子を配置し、オープンスペースとして開放
しています。情報収集や交流の場としてご利用ください。  

ひょうごボランタリープラザは、ボランタリー活動支援の窓口です！ 

●交流ネットワーク● 
団体・NPO と企業等の間で資源のマッチング

を図る事業や、NPO と行政が様々な分野の地域
課題について協議を行う協働会議等を実施。 

●情報の提供・相談● 
インターネットを活用した「コラボネッ

ト」（裏面参照）により、タイムリーな情報
の収集・提供・発信や NPO の設立運営等

の相談を実施。 

●調査研究● 
ボランタリー活動に関する社会的な課

題や支援方策について、様々なテーマを設
定し、調査研究を実施。 

●活動資金支援● 
ひょうごボランタリー基金の運

用益をもとに、ボランティアグルー
プの活動支援をはじめ NPO の立ち
上げ期から発展期に至るまでの、多

様なニーズに対応した支援を実施。 

●人材養成(ｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄ)● 
災害ボランティアコーディネ

ーター等ボランタリー活動推進
者に対する研修を実施。 

●災害ボランティアの支援● 
平時からの災害ボランティアが活動しやすい

環境づくりや、ボランティア派遣や受け入れ等

を支援。 

プラザ事務室

相談・受付

図書

コーナー

印 刷 室

ミーティングコーナー

１

２

３

４フリーサロン

セミナー室 通

路

セミナー室 ミーティングコーナー 印 刷 室 

 
    下記施設の利用については、コラボネット及び兵庫県公共施設予約 

システムへの登録が必要です！（無料・要予約です） 

詳しくはプラザホームページをご覧ください。 
 

●セミナー室● 
  ボランタリー活動団体、NPO がセミナーや研修会等に利用できます。 

  月１回３時間まで（上限５１席／プロジェクター、マイク利用可） 
 

●ミーティングコーナー● 
  少人数向けの会議スペースです（８人×２、６人、４人各１ 計４テーブル） 

  １回２時間、月 8 時間まで使用できます。 
 

●印 刷 室●（印刷機、裁断機、紙折機、丁合機が利用できます） 
  モノクロ印刷です。印刷用紙はご持参ください。 

  1 回 2 時間、月 2 回まで、入室は 2 名まで 



 

プラザのあゆみ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひょうごボランタリープラザでは、子育てや高齢者の支援、緑化活動、
まちづくりなどの地域課題に取り組む様々な活動やイベント、助成金情
報等を広く発信し、皆さんの活動の輪を広げていくためのきっかけ作り
として、地域づくり活動情報システム「コラボネットひょうご」を運営
しています。ぜひご利用ください。 

また、「セミナー室」「ミーティングコーナー」「印刷室」の施設の利用
はコラボネットへの登録が必要です。 

 

 

 

 

 

◆登録団体は、ご自身のパソコン・スマートフォンを用いて簡単に情報 

発信することができます。 

◆営利活動・宗教活動・政治活動に関する情報発信はできません。 

 

 

◆コラボネットひょうごの詳しい情報については、 
 プラザのホームページ（https://www.hyogo-vplaza.jp）の 
 『このホームページについて？』をクリック！ 

 

 

申込みはひょうごボランタリープラザまで 

お問い合わせください。 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひょうごボランタリープラザ 

650-0044 神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワー６階 

電話：０７８－３６０－８８４５ FAX：０７８－３６０－８８４８ 

E-mail：vplaza@hyogo-wel.or.jp 

開館時間：平日  ９時～19 時 

 土曜日 ９時～17 時 

     （日曜日・祝日・ゴールデンウィーク・盆・年末年始は休館） 

URL：https://www.hyogo-vplaza.jp/                        (R5.07 改訂)  

ボランタリー活動って何？ 

「ボランタリー活動」に近い概念として「ボランティア活動」「市民活

動」「NPO 活動」「地域活動」「セルフヘルプ活動」などの言葉がありま

す。これら全てを包括する活動の総称が「ボランタリー活動」です。 

「県民ボランタリー活動の促進等に関する条例（平成 10 年 12 月兵

庫県施行）」ではボランタリー活動を、次のとおり定義しています。 

①県民が行い、又は県民のために行う活動であること 

②自発的で自律的な活動であること 

③営利を目的としない不特定かつ多数の利益の増進に寄与する活動

であること 

④宗教活動・政治活動を主たる目的とする活動等でないこと 

このプラザの特色は？ 

県域のボランタリー活動を支援するため、ホームページやメールマガ

ジン等による各種情報の提供や相談を行うとともに、ひょうごボランタ

リー基金を活用して、活動形態に応じた多様な助成を行っています。 

このプラザの交流サロンを利用するには？ 

パンフやチラシ等を配架している、フリーサロンはボランタリー活動

の情報収集、交流の場としてどなたでも利用できます。 

また、プラザの情報システム「コラボネット」に登録したボランティ

アグループ・団体や NPO 法人などは、事前予約することにより、セミ

ナー室・印刷コーナー・ミーティングコーナーを無料で利用できます。 

？プラザへの質問？ 
お答えします 

●JR 神戸駅・地下鉄ハーバーランド駅より徒歩３分 

●神戸高速鉄道高速神戸駅より徒歩７分 

 各交通機関からは地下通路を通っても入館できます。 

平成７(1995)年１月  

     同年４月  

同年７月 

 

  ９(1997)年８月  

  10(1998)年３月  

     同年４月  

 

     同年 12 月  

  11(1999)年３月  

     同年４月  

  14(2002)年６月  

  15(2003)年４月  

  16(2004)年 10 月   

  17(2005)年１月  

     同年７月  

18(2006)年９月  

  21(2009)年８月  

  22(2010)年７月  

  23(2011)年３月  

     

     同年４月  

     同年９月  

  24(2012)年６月  

  26(2014)年１月  

 

  28(2016)年４月  

  29(2017)年７月  

  30(2018)年２月  

  31(2019)年４月  

令和２(2020)年３月 

  ５(2023)年６月 

     同年７月  

 

阪神・淡路大震災発生 

災害復興ボランティア活動補助制度の開始 

阪神・淡路大震災復興計画の中でボランティア活動 

支援センター(仮称)の整備を明記 

ボランティア活動支援センター(仮称)構想策定 

特定非営利活動推進法(NPO 法)制定(施行同年 12 月) 

フェニックスプラザ(阪神・淡路大震災復興支援館)に

「生活復興 NPO 情報プラザ」を開設 

「県民ボランタリー活動の促進等に関する条例」施行 

ボランティア活動支援センター（仮称）基本計画策定 

兵庫県認証 NPO 法人第１号 

ひょうごボランタリープラザ開設 

「県民の参画と協働の推進に関する条例」施行 

台風 23 号災害救援ボランティアセンターの設置 

天皇・皇后両陛下行幸啓 

ひょうごボランタリー基金新助成制度の開始 

災害救援ボランティア活動支援関係団体連絡会議の設置 

台風９号災害救援ボランティアセンターの設置 

ひょうごボランタリー地域づくりネットワーク会議発足 

東日本大震災発生 

東日本大震災救援・復興支援ボランティアバスの開始 

東北自動車道ボランティア・インフォメーションセンターの設置 

被災地励ましボランティア活動助成事業の開始 

ひょうご若者災害ボランティア隊発足 

災害ボランティア割引制度実現の会発足・支援に向け 

た署名活動の開始 

ひょうご若者被災地応援プロジェクトの開始 

災害救援ボランティア活動支援関係団体連絡会議の拡充 

NPO 法 20 年全県フォーラムの開催 

大規模災害ボランティア活動応援プロジェクトの開始 

第９回県民ボランタリー活動実態調査報告書の刊行 

フリーサロン開設 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる施設予約開始、ﾐｰﾃｨﾝｸﾞｺｰﾅｰの拡充 

 


